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意見書 

 

地方独立行政法人福岡市立病院機構に係る第２期中期計画の認可について，地

方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号。以下「法」という。）第 26 条第３項の規

定に基づく地方独立行政法人福岡市立病院機構評価委員会の意見は下記のとおり

である。 

 

記 

 

法第 26 条第１項の規定に基づく地方独立行政法人福岡市立病院機構に係る第２

期中期計画については，下記の理由により，別添のとおり認可することが適当であ

る。 

 

（理由） 

地方独立行政法人福岡市立病院機構に係る第２期中期計画については，平

成２４年１１月から中間報告も含め３回にわたり審議を行ってきたところで

あり，別添の「地方独立行政法人福岡市立病院機構第２期中期計画」は，こ

れまでの審議において各委員から出された意見についても適切に反映された

ものとなっているため。 

 

 

以上 

 


